
市町村合併の手続き状況について 

 
☆ 関係市町による廃置分合申請 

合併しようとする市町村は、当該市町村議会の議決を経て、知事に申請を行います。 
 

・１市４町議会議決日   八日市市議会 平成１６年６月２５日 
永源寺町議会 平成１６年６月２５日 
五個荘町議会 平成１６年６月２５日 
愛東町議会  平成１６年６月２５日 
湖東町議会  平成１６年６月２５日 

 
・合併申請書知事申請書  平成１６年７月２９日 

 
 
☆ 知事による決定 

知事は、関係市町による申請に基づき、県議会の議決を経て、市町村の合併を定めます。 
 

・滋賀県議会議決日    平成１６年１０月１８日 
 

・滋賀県知事決定日    平成１６年１０月１８日 
 
 
☆ 総務大臣への届出及び告示等 

知事は、市町村合併を定めたときは、直ちにその旨をその大臣に届け出ます。 
 

・総務大臣への届出    平成１６年１０月１８日 

 
この届出を受理したときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行

政機関の長に通知します。 
なお、市町村の合併の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生じます。 
 

・告示日          平成１６年１１月中旬 

 
 



 


